
令和８年第１回郡家警察署協議会開催状況 

開催日時 令和８年３月10日(火)午後１時30から午後３時45分まで

開催場所 郡家警察署、鳥取県警察本部警備部機動隊

 委　　員 歳岡会長、大野副会長、小谷委員、阪田委員、谷川委員 
 (定数５人) 以上５人
出 席 者 

 松本署長、井上管理官、下田地域交通課長、田中会計課長、生
警　　察 活安全刑事課員、警備課員、警務課員 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上７人

議　　　事　　　概　　　要

１　挨拶 

     会長、警察署長が挨拶を行った。

 

２　業務推進状況報告 

 (1)　生活安全刑事課関係の取組状況 

　　　生活安全刑事課員から、特殊詐欺、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺、その他の刑法

犯発生状況のほか、特殊詐欺及び少年非行防止についての取組結果及び現在取組中

の特殊詐欺被害防止広報活動等について説明があった。委員からの主な質疑とそれ

 に対する警察の回答は次のとおりであった。

 　　　委員：郡家警察署管内の窃盗犯の発生状況について教えてもらいたい。

　　　警察：郡家警察署管内においては、令和７年中の刑法犯認知件数は前年対比で増

加となった。特徴として、無施錠自転車の窃盗や侵入窃盗の発生が多いこと

から、自転車や住宅等への鍵かけ実施について継続して働きかけていく。 

 (2)　地域交通課関係の取組状況 

　　　地域交通課長から、管内の交通事故発生状況、地域交通課の取組結果及び春の全

国交通安全運動に伴う各種活動予定について説明があった。委員からの主な質疑と

それに対する警察の回答は次のとおりであった。　　　 

　　　委員：令和８年４月から自転車の交通違反に青切符が適用されると聞いているが、

改めて解説してもらいたい。 

　　　警察：違反については指導警告が基本であるが、交通事故の原因となるような悪

質・危険な違反については検挙の対象となる。引き続き広報を推進していく。 

　　　委員：引き続き、県民から「聞いてもらえる、見てもらえる活動」を推進しても

らいたい。 

 

３　視察 

　　委員は、鳥取県警察本部警備部機動隊において、同隊担当者から業務の概要説明を

受けた後、視察を行った。委員からの主な質疑とそれに対する警察の回答は次のとお

りであった。 

    委員：鳥取県内で、過去にテロ事案の発生はあるか。 

　　警察：鳥取県内において、現在までテロ事案の発生はないが、事案発生に備えて各

種訓練を継続的に実施している。 

 

４　その他 

　　次回協議会は、令和８年６月頃に開催予定である。


